
 

 

２０２５年７月 

各  位 

株式会社 大垣共立銀行 

 

各種預金規定等改定のお知らせ 

 

近年わが国では、電話をかけるなどして信用させ現金等をだましとる特殊詐欺が多発しており、 

当社も「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止」の管理態勢を強化し、安心・安全な     

金融システムの維持に努めております。 

こうした背景から、当社では、金融庁策定の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に 

関するガイドライン」に基づき見直しを行い、各種預金規定等の「取引の制限等」および「解約等」

の一部条項の改定を行いますのでご案内申し上げます。 

なお、改定後の規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまにおかれましても適用いたし 

ますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

１． 改定日 

２０２５年１０月１日（水） 

２． 対象規定 

 ・普通預金規定 

 ・定期預金共通規定 

 ・貯蓄預金規定 

 ・Ｗｅｂスタイル普通預金取引規定 

 ・外貨普通預金規定 

 ・外貨定期預金規定 

３．改定内容 

改定内容は下記の通りです。 

普通預金規定 第２１条（取引の制限等） 

改 定 前 改 定 後 

(１)現行通り (１)現行通り 

（新設） (２)１年以上利用のない預金口座は、払戻し等の

預金取引の一部を制限する場合があります。 

（新設） (３)日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者

は、当社の求めに応じ適法な在留資格・在留期間

を保持している旨を当社所定の方法により届け

出るものとします。当該預金者が当社に届け出た

在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の

一部を制限することができるものとします。 



 

 

改 定 前 改 定 後 

(２)前項の各種確認や資料の提出の求めに

対する預金者の回答、具体的な取引の内容、

預金者の説明内容およびその他の事情を 

考慮して、当社がマネー・ローンダリング、 

テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令

等への抵触のおそれがあると判断した場合

には、入金、払い戻し等の本規定にもとづ

く取引の一部を制限する場合があります。 

(４)当社からの各種確認や資料の提出の求めに

対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金

者の説明内容およびその他の事情を考慮して、 

当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、

もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれ

があると判断した場合には、入金、払戻し等の 

本規定にもとづく取引の一部を制限する場合が

あります。 

(３)前２項に定めるいずれの取引制限に 

ついても、預金者からの説明等にもとづき、

マネー・ローンダリング、テロ資金供与、

または経済制裁関係法令等への抵触のおそ

れが合理的に解消されたと当社が認める 

場合、当社は当該取引の制限を解除します。 

(５)前第１項から第４項に定めるいずれの取引

制限についても、預金者からの説明等にもとづ

き、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、 

または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが

合理的に解消されたと当社が認める場合、当社は

当該取引の制限を解除します。 

 

普通預金規定 第２２条（解約等） 

改 定 前 改 定 後 

(１)現行通り (１)現行通り 

(２) 次の各号の一にでも該当した場合に

は、当社はこの預金取引を停止し、または

預金者に通知することによりこの預金口座

を解約することができるものとします。 

なお、通知により解約する場合、到達のい

かんにかかわらず、当社が解約の通知を 

届出のあった氏名、住所にあてて発信した

時に解約されたものとします。 

①この預金口座の名義人が存在しないこと

が明らかになった場合または預金口座の 

名義人の意思によらずに開設されたことが

明らかになった場合 

②この預金が犯罪に利用された場合 

③この預金の預金者が譲渡、質入れ等の 

禁止に違反した場合 

④この預金がマネー・ローンダリング、 

テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触

する取引に利用され、またはそのおそれが

あると合理的に認められる場合 

(２) 次の各号の一にでも該当した場合には、 

当社はこの預金取引を停止し、または預金者に 

通知することによりこの預金口座を解約するこ

とができるものとします。なお、通知により解約

する場合、到達のいかんにかかわらず、当社が 

解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて 

発信した時に解約されたものとします。 

 

①この預金口座の名義人が存在しないことが 

明らかになった場合または預金口座の名義人の

意思によらずに開設されたことが明らかになっ

た場合 

②この預金が犯罪に利用された場合 

③この預金の預金者が譲渡、質入れ等の禁止に 

違反した場合 

④法令で定める本人確認等における確認事項、 

および第２１条第１項で定める当社からの通知

等による各種確認や提出された資料が偽りで 

ある場合 



 

 

改 定 前 改 定 後 

⑤この預金が法令や公序良俗に反する行為

に利用され、またはそのおそれがあると 

認められる場合 

 

⑤この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金

供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用

され、またはそのおそれがあると合理的に認めら

れる場合 

⑥第２１条第１項から第４項に定める取引等の

制限に係る事象が１年以上に渡って解消され 

ない場合 

⑦この預金が法令や公序良俗に反する行為に 

利用され、またはそのおそれがあると認められる

場合 

⑧前第１号から第７号の疑いがあるにもかかわ

らず、正当な理由なく当社からの確認に応じない

場合 

(３)現行通り 

(４)現行通り 

(５)現行通り 

(３)現行通り 

(４)現行通り 

(５)現行通り 

  

定期預金共通規定 第４条（取引の制限等） 

改 定 前 改 定 後 

(１)現行通り (１)現行通り 

（新設） (２)１年以上利用のない預金口座は、払戻し等の

預金取引の一部を制限する場合があります。 

（新設） (３)日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者

は、当社の求めに応じ適法な在留資格・在留期間

を保持している旨を当社所定の方法により届け

出るものとします。当該預金者が当社に届け出た

在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の

一部を制限することができるものとします。 

(２)前項の各種確認や資料の提出の求めに

対する預金者の回答、具体的な取引の内容、

預金者の説明内容およびその他の事情を 

考慮して、当社がマネー・ローンダリング、 

テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令

等への抵触のおそれがあると判断した場合

には、入金、払戻し等の本規定にもとづく

取引の一部を制限する場合があります。 

(４)当社からの各種確認や資料の提出の求めに

対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金

者の説明内容およびその他の事情を考慮して、 

当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、

もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれ

があると判断した場合には、入金、払戻し等の 

本規定にもとづく取引の一部を制限する場合が 

あります。 



 

 

改 定 前 改 定 後 

(３)前２項に定めるいずれの取引制限に 

ついても、預金者からの説明等にもとづき、

マネー・ローンダリング、テロ資金供与、

または経済制裁関係法令等への抵触のおそ

れが合理的に解消されたと当社が認める 

場合、当社は当該取引の制限を解除します。 

(５)前第１項から第４項に定めるいずれの取引

制限についても、預金者からの説明等にもとづ

き、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、 

または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが

合理的に解消されたと当社が認める場合、当社は

当該取引の制限を解除します。 

 

貯蓄預金規定 第２２条（取引の制限等） 

改 定 前 改 定 後 

(１)現行通り (１)現行通り 

（新設） (２)１年以上利用のない預金口座は、払戻し等の

預金取引の一部を制限する場合があります。 

（新設） (３)日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者

は、当社の求めに応じ適法な在留資格・在留期間

を保持している旨を当社所定の方法により届け

出るものとします。当該預金者が当社に届け出た

在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の

一部を制限することができるものとします。 

(２)前項の各種確認や資料の提出の求めに

対する預金者の回答、具体的な取引の内容、

預金者の説明内容およびその他の事情を 

考慮して、当社がマネー・ローンダリング、 

テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令

等への抵触のおそれがあると判断した場合

には、入金、払戻し等の本規定にもとづく

取引の一部を制限する場合があります。 

(４)当社からの各種確認や資料の提出の求めに

対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金

者の説明内容およびその他の事情を考慮して、 

当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、

もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれ

があると判断した場合には、入金、払戻し等の 

本規定にもとづく取引の一部を制限する場合が

あります。 

(３)前２項に定めるいずれの取引制限につ

いても、預金者からの説明等にもとづき、

マネー・ローンダリング、テロ資金供与、

または経済制裁関係法令等への抵触のおそ

れが合理的に解消されたと当社が認める 

場合、当社は当該取引の制限を解除します。 

(５)前第１項から第４項に定めるいずれの取引

制限についても、預金者からの説明等にもとづ

き、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、 

または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが

合理的に解消されたと当社が認める場合、当社は

当該取引の制限を解除します。 

 

 

 

 



 

 

貯蓄預金規定 第２３条（解約等） 

改 定 前 改 定 後 

(１)現行通り (１)現行通り 

(２) 次の各号の一にでも該当した場合に

は、当社はこの預金取引を停止し、または

預金者に通知することによりこの預金口座

を解約することができるものとします。 

なお、通知により解約する場合、到達のい

かんにかかわらず、当社が解約の通知を 

届出のあった氏名、住所にあてて発信した

時に解約されたものとします。 

①この預金口座の名義人が存在しないこと

が明らかになった場合または預金口座の 

名義人の意思によらずに開設されたことが

明らかになった場合 

②この預金が犯罪に利用された場合 

③この預金の預金者が譲渡、質入れ等の 

禁止に違反した場合 

④この預金がマネー・ローンダリング、 

テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触

する取引に利用され、またはそのおそれが

あると合理的に認められる場合 

⑤この預金が法令や公序良俗に反する行為

に利用され、またはそのおそれがあると 

認められる場合 

 

(２) 次の各号の一にでも該当した場合には、 

当社はこの預金取引を停止し、または預金者に 

通知することによりこの預金口座を解約するこ

とができるものとします。なお、通知により解約

する場合、到達のいかんにかかわらず、当社が 

解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて 

発信した時に解約されたものとします。 

 

①この預金口座の名義人が存在しないことが 

明らかになった場合または預金口座の名義人の

意思によらずに開設されたことが明らかになっ

た場合 

②この預金が犯罪に利用された場合 

③この預金の預金者が譲渡、質入れ等の禁止に 

違反した場合 

④法令で定める本人確認等における確認事項、 

および第２２条第１項で定める当社からの通知

等による各種確認や提出された資料が偽りで 

ある場合 

⑤この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金

供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用

され、またはそのおそれがあると合理的に認めら

れる場合 

⑥第２２条第１項から第４項に定める取引等の

制限に係る事象が１年以上に渡って解消され 

ない場合 

⑦この預金が法令や公序良俗に反する行為に 

利用され、またはそのおそれがあると認められる 

場合 

⑧前第１号から第７号の疑いがあるにもかかわ

らず、正当な理由なく当社からの確認に応じない

場合 

(３)現行通り 

(４)現行通り 

(５)現行通り 

(３)現行通り 

(４)現行通り 

(５)現行通り 

 



 

 

Webスタイル普通預金取引規定 第１７条（取引の制限等） 

改 定 前 改 定 後 

１．現行通り １．現行通り 

（新設） ２．１年以上利用のない預金口座は、払戻し等の

預金取引の一部を制限する場合があります。 

（新設） ３．日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者

は、当社の求めに応じ適法な在留資格・在留期間

を保持している旨を当社所定の方法により届け

出るものとします。当該預金者が当社に届け出た

在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の

一部を制限することができるものとします。 

２．前項の各種確認や資料の提出の求めに

対する預金者の回答、具体的な取引の内容、

預金者の説明内容およびその他の事情を 

考慮して、当社がマネー・ローンダリング、 

テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令

等への抵触のおそれがあると判断した場合

には、入金、払戻し等の本規定にもとづく

取引の一部を制限する場合があります。 

４．当社からの各種確認や資料の提出の求めに対

する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者

の説明内容およびその他の事情を考慮して、 

当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、

もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれ

があると判断した場合には、入金、払戻し等の 

本規定にもとづく取引の一部を制限する場合が 

あります。 

３．前２項に定めるいずれの取引制限につ

いても、預金者からの説明等にもとづき、

マネー・ローンダリング、テロ資金供与、

または経済制裁関係法令等への抵触のおそ

れが合理的に解消されたと当社が認める 

場合、当社は当該取引の制限を解除します。 

５．前第１項から第４項に定めるいずれの取引制

限についても、預金者からの説明等にもとづき、

マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または

経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的

に解消されたと当社が認める場合、当社は当該 

取引の制限を解除します。 

 

Webスタイル普通預金取引規定 第１８条（解約等） 

改 定 前 改 定 後 

１．現行通り １．現行通り 

２． 次の各号の一にでも該当した場合に

は、当社はこの預金取引を停止し、または

預金者に通知することによりこの預金口座

を解約することができるものとします。 

なお、通知により解約する場合、到達の 

いかんにかかわらず、当社が解約の通知を

届出のあった氏名、住所にあてて発信した

時に解約されたものとします。 

２． 次の各号の一にでも該当した場合には、 

当社はこの預金取引を停止し、または預金者に 

通知することによりこの預金口座を解約するこ

とができるものとします。なお、通知により解約

する場合、到達のいかんにかかわらず、当社が 

解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて 

発信した時に解約されたものとします。 

 



 

 

改 定 前 改 定 後 

①この預金口座の名義人が存在しないこと

が明らかになった場合または預金口座の 

名義人の意思によらずに開設されたことが

明らかになった場合 

②この預金が犯罪に利用された場合 

③この預金の預金者が譲渡、質入れ等の 

禁止に違反した場合 

④この預金がマネー・ローンダリング、 

テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触

する取引に利用され、またはそのおそれが

あると合理的に認められる場合 

⑤この預金が法令や公序良俗に反する行為

に利用され、またはそのおそれがあると 

認められる場合 

 

①この預金口座の名義人が存在しないことが 

明らかになった場合または預金口座の名義人の

意思によらずに開設されたことが明らかになっ

た場合 

②この預金が犯罪に利用された場合 

③この預金の預金者が譲渡、質入れ等の禁止に 

違反した場合 

④法令で定める本人確認等における確認事項、 

および第１７条第１項で定める当社からの通知

等による各種確認や提出された資料が偽りで 

ある場合 

⑤この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金

供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用

され、またはそのおそれがあると合理的に認めら

れる場合 

⑥第１７条第１項から第４項に定める取引等の

制限に係る事象が１年以上に渡って解消され 

ない場合 

⑦この預金が法令や公序良俗に反する行為に 

利用され、またはそのおそれがあると認められる 

場合 

⑧前第１号から第７号の疑いがあるにもかかわ

らず、正当な理由なく当社からの確認に応じない

場合 

３．現行通り 

４．現行通り 

５．現行通り 

３．現行通り 

４．現行通り 

５．現行通り 

 

外貨普通預金規定 第１６条（取引の制限等） 

改 定 前 改 定 後 

(１)現行通り (１)現行通り 

（新設） (２)１年以上利用のない預金口座は、払戻等の 

預金取引の一部を制限する場合があります。 



 

 

改 定 前 改 定 後 

（新設） (３)日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者

は、当社の求めに応じ適法な在留資格・在留期間

を保持している旨を当社所定の方法により届け

出るものとします。当該預金者が当社に届け出た

在留期間が超過した場合、払戻等の預金取引の 

一部を制限することができるものとします。 

(２)前項の各種確認や資料の提出の求めに

対する預金者の回答、具体的な取引の内容、

預金者の説明内容およびその他の事情を 

考慮して、当社がマネー・ローンダリング、 

テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令

等への抵触のおそれがあると判断した場合

には、入金、払戻等の本規定にもとづく 

取引の一部を制限する場合があります。 

(４)当社からの各種確認や資料の提出の求めに

対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金

者の説明内容およびその他の事情を考慮して、 

当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、

もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれ

があると判断した場合には、入金、払戻等の 

本規定にもとづく取引の一部を制限する場合が 

あります。 

(３)前２項に定めるいずれの取引制限に 

ついても、預金者からの説明等にもとづき、

マネー・ローンダリング、テロ資金供与、

または経済制裁関係法令等への抵触のおそ

れが合理的に解消されたと当社が認める 

場合、当社は当該取引の制限を解除します。 

(５)前第１項から第４項に定めるいずれの取引

制限についても、預金者からの説明等にもとづ

き、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、 

または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが

合理的に解消されたと当社が認める場合、当社は

当該取引の制限を解除します。 

 

外貨普通預金規定 第１７条（解約等） 

改 定 前 改 定 後 

(１)現行通り (１)現行通り 

(２) 次の各号の一にでも該当した場合に

は、当社はこの預金取引を停止し、または

預金者に通知することによりこの預金口座

を解約することができるものとします。 

なお、通知により解約する場合、到達のい

かんにかかわらず、当社が解約の通知を 

届出のあった氏名、住所にあてて発信した

時に解約されたものとします。 

①この預金口座の名義人が存在しないこと

が明らかになった場合または預金口座の 

名義人の意思によらずに開設されたことが

明らかになった場合 

②この預金が犯罪に利用された場合 

(２) 次の各号の一にでも該当した場合には、 

当社はこの預金取引を停止し、または預金者に 

通知することによりこの預金口座を解約する 

ことができるものとします。なお、通知により 

解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当社

が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて 

発信した時に解約されたものとします。 

 

①この預金口座の名義人が存在しないことが 

明らかになった場合または預金口座の名義人の

意思によらずに開設されたことが明らかになっ

た場合 

②この預金が犯罪に利用された場合 



 

 

改 定 前 改 定 後 

③この預金の預金者が譲渡、質入れ等の 

禁止に違反した場合 

④この預金がマネー・ローンダリング、  

テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触

する取引に利用され、またはそのおそれが

あると合理的に認められる場合 

⑤この預金が法令や公序良俗に反する行為

に利用され、またはそのおそれがあると 

認められる場合 

 

③この預金の預金者が譲渡、質入れ等の禁止に 

違反した場合 

④法令で定める本人確認等における確認事項、 

および第１６条第１項で定める当社からの通知

等による各種確認や提出された資料が偽りで 

ある場合 

⑤この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金

供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用

され、またはそのおそれがあると合理的に認めら

れる場合 

⑥第１６条第１項から第４項に定める取引等の

制限に係る事象が１年以上に渡って解消され 

ない場合 

⑦この預金が法令や公序良俗に反する行為に 

利用され、またはそのおそれがあると認められる

場合 

⑧前第１号から第７号の疑いがあるにもかかわ

らず、正当な理由なく当社からの確認に応じない

場合 

(３)現行通り 

(４)現行通り 

(５)現行通り 

(３)現行通り 

(４)現行通り 

(５)現行通り 

  

 

 

外貨定期預金規定 第９条（取引の制限等） 

改 定 前 改 定 後 

(１)現行通り (１)現行通り 

（新設） (２)１年以上利用のない預金口座は、払戻等の 

預金取引の一部を制限する場合があります。 

（新設） (３)日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者

は、当社の求めに応じ適法な在留資格・在留期間

を保持している旨を当社所定の方法により届け

出るものとします。当該預金者が当社に届け出た

在留期間が超過した場合、払戻等の預金取引の 

一部を制限することができるものとします。 



 

 

改 定 前 改 定 後 

(２)前項の各種確認や資料の提出の求めに

対する預金者の回答、具体的な取引の内容、

預金者の説明内容およびその他の事情を 

考慮して、当社がマネー・ローンダリング、 

テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令

等への抵触のおそれがあると判断した場合

には、入金、払戻等の本規定にもとづく 

取引の一部を制限する場合があります。 

(４)当社からの各種確認や資料の提出の求めに

対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金

者の説明内容およびその他の事情を考慮して、 

当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、

もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれ

があると判断した場合には、入金、払戻等の 

本規定にもとづく取引の一部を制限する場合が

あります。 

(３)前２項に定めるいずれの取引制限につ

いても、預金者からの説明等にもとづき、

マネー・ローンダリング、テロ資金供与、

または経済制裁関係法令等への抵触のおそ

れが合理的に解消されたと当社が認める 

場合、当社は当該取引の制限を解除します。 

(５)前第１項から第４項に定めるいずれの取引

制限についても、預金者からの説明等にもとづ

き、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、 

または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが

合理的に解消されたと当社が認める場合、当社は

当該取引の制限を解除します。 

 

                                         以 上 


